
主文             
被告人は無罪。

理由
第１　本件公訴事実の要旨は，「被告人は，岐阜県高山市ａ町ｂ丁目ｃ番地所在のｄビル

４階に会計事務所を置き，公認会計士として稼働するとともに，同市ｅ町ｆ丁目ｇ番
地に本店を置き，コンビニエンスストアの経営，コンビニエンスストアチェーン店の
加盟店募集及び加盟店の指導等を業とする株式会社甲の経営コンサルタント業務
を行っていたもの，Ａは，甲の代表取締役として同社の業務全般を統括管理してい
たもの，Ｂは，同社の専務取締役としてＡを補佐していたものであるが，被告人は，
Ａ及びＢと共謀の上，平成１０年８月下旬ころから同年９月上旬ころまでの間，前後
数回にわたり，株式会社乙本社事務所において，同社専務取締役で株式会社丙
の取締役でもあったＣらに対し，真実は，甲が経常損失を計上している状態であっ
たのに，架空売上を計上するなどして粉飾した平成１０年２月期決算書類を示すな
どした上，甲の業績が前期まで経常利益を計上するなど順調に推移し，売掛金の
回収が困難なことから一時的に資金繰りに窮したものの，経営上特に問題はなく，
同社の発行する株式の引受価額は１株当たり１５００円が相当である旨の嘘を言
い，前記Ｃらをしてその旨誤信させ，同年９月２９日開催の乙及び同月３０日開催の
前記丙の各取締役会において，それぞれ１２万５０００株の第三者割当増資に応じ
る旨決定させ，よって，同年１１月６日，両会社の従業員らをして，株式会社丁銀行
岐阜支店に開設された甲の別段預金口座を経由して同社名義の当座預金口座
に，それぞれ１億８７５０万円を振込送金させ，もって，人を欺いて財物を交付させ
た。」というのである。

第２　被告人は，分離前の相被告人Ａ及び同Ｂとともに，平成１０年９月２日，乙本社を
訪れ，Ｃ専務らに対し，虚偽の事実を告げたことは間違いないが，Ａ及びＢと詐欺
の事前共謀をしていない旨主張する。

　　　そして，被告人と併合審理された第１回公判期日において，Ａ及びＢは，乙のＣ専
務が，子の粉飾決算を知った上で，甲の倒産回避のための支援として，第三者割
当増資に応じてくれた旨を主張し，また，Ａ及びＢの弁護人は，その事情を詳細に
主張し，詐欺の事実を争う。

　　　そこで，以下に検討する。
第３　関係証拠によれば，甲の平成９年の経営状況，粉飾の状況について，以下の事

実が認められる。
　１　甲は，昭和６３年９月ころから，Ａを代表取締役社長，Ｂを専務取締役として，コンビ

ニエンスストアを展開する事業を始め，平成４年ころから株式の店頭公開を目指
し，積極的に店舗数を増加させてゆき，平成８年２月１５日の第１２回決算期末には
１０４店舗であったコンビニエンス店舗数を，平成９年２月１５日の第１３回決算期末
には１４８店舗に，平成１０年２月１５日の第１４回決算期末には１７２店舗に増加さ
せた。

甲の展開するコンビニエンス店舗には，同社自体が経営する直営店と，他の経
営者が経営するフランチャイズ店（ＦＣ店）とがあり，フランチャイズ店については，
甲が土地を借り受け，店舗建物を建て，什器備品を購入し，これらをフランチャイズ
店の経営者に直接売却し，又はリース方式をとってリース会社に売却していた。甲
では，このフランチャイズ店の売却代金の未収金を売掛金に計上していた。

なお，甲は，平成７年２月期まで，フランチャイズ店に対する前記建物及び什器
備品に係る不動産売上げ並びに加盟金収入の計上基準を，フランチャイズ店の経
営者との加盟店契約締結日を基準として計上する契約日基準としていたが，監査
法人に指摘され，フランチャイズ店が開店した日を基準として計上する開店日基準
に変更した。

甲は，平成９年２月ころ，運転資金を使用して集中して店舗を建設し出店したも
のの，売却が進まず，直営店として営業することになったこと等により，資金繰りが
逼迫し，平成９年１１月には，支払資金の手当てに困難を来す状況となった。また，
新規に開店した店舗の売上高が伸びず，経常利益を圧迫する状況となっていた。
　甲は，同年１２月に至り，他の銀行から融資を断られたので，主要取引銀行であ
る戊銀行に運転資金の融資を依頼した。甲が他の銀行から融資を断られたことに
懸念を抱いた戊銀行は，甲に融資するに当たり，甲の経営状態を把握するため内
部の調査を行い，売掛伝票，仕入伝票，直営店からフランチャイズ店への切り替え
に関する契約書類等を調査した。この調査後，戊銀行は，２億３５００万円を甲に融
資したが，甲の資金繰りの悪化の原因を把握したことから，甲の経営再建に乗り出



し，甲に経営改善計画書を提出させ，経営改善計画の状況実施について報告を求
めるようになった。戊銀行の支援により，甲は，経費削減や他行からの資金調達の
改善が進んだが，不動産売掛金の回収，加盟店貸勘定の回収については，オーナ
ーの資金調達が上手くいかず進んでいないという報告を戊銀行にしていた。

甲の資金繰りについては，平成１０年１月以降，戊銀行から，甲の仕入決済日で
ある毎月１０日に８億円程度の融資を受け，翌月の仕入決済日までに融資金を完
済するという短期融資を得ることができ，当面の解決ができた。

甲社内では，平成１０年２月の第１４期決算において，６億５０００万円近くの経常
損失が試算されていたところ，Ａの指示により，２億円の経常利益を計上するよう決
算を粉飾することとなり，不動産売上等について，開店日基準から契約日基準に変
更するとともに，架空の加盟店契約による不動産売上及び加盟金収入を計上した
計算書類を作成した。この操作により，営業収入が１５億５７８０万５０００円過大
に，営業利益が８億５１６６万５０００円過大にそれぞれ計上されることとなり，うち，
架空の加盟店契約による売上高が合計１４億６５３１万円であった。これにより，第
１４期決算における経常損益は，計上基準を開店日基準のままとした場合に６億４
９００万円余りの損失となるところ，２億０３２０万１０００円の利益となった。

　２　乙と甲の関係
平成１０年当時，甲のコンビニエンス店は，１店舗を除いて乙をパンの仕入先に

しており，同社の名古屋工場から甲への売上げは月額約２億円に上り，乙の子会
社である株式会社己の名古屋にある２工場のうち１工場は甲向けの製品のみを生
産し，乙名古屋工場に卸しており，同名古屋工場にとって甲は主要な取引先であっ
た。また，乙は，平成１０年２月１５日時点で，甲の株式２０００株を保有していた。

甲の資金繰りに窮していたＡは，戊銀行の指導により，平成９年１２月２５日，主
要な納入業者であった乙名古屋工場に行き，仕入代金の支払いの半分を手形払
いにしてほしい旨を申し入れた。乙は，本社で対応することとなり，同月２６日，同
社営業本部長Ｄ，チェーンストア営業部長Ｅ，財務部次長Ｆらが，岐阜県高山市所
在の甲本部に行き，甲の状況を調査した。

Ｆ次長は，名古屋工場長からの連絡により，乙と取引のある甲の店舗数につき，
名古屋工場が１５０店舗，大阪第２工場が１７店舗，岡山工場が１店舗であることを
知り，また，甲の平成９年２月期の第１３期の定時株主総会招集通知に添付された
貸借対照表及び損益計算書により，甲の財務内容を把握した。さらに，甲本部での
調査の際，Ａ及びＢから，甲に店頭公開の話があり，資金を建設費に回して店舗の
建設に力を入れ，平成８年末から平成９年２月にかけて１５店を新規出店し，その
ほとんどは直営店としてオープンし，フランチャイズ店に切り替える計画であった
が，うまくゆかず，夏ころから資金不足傾向になってきたこと，現在は，新規出店に
ついてオーナー決定後に開始していること，４月から週休２日制を取り入れて人件
費が３割程度増加したこと，甲では，土地を借りて店舗を建て，設備込みでフランチ
ャイズ店のオーナーに売却しており，その売却代金が売掛金となっていること，銀
行の貸し渋りで，オーナーへの銀行融資が遅れており，現在，甲が抱えている売掛
金が約９億６０００万円になっていること，春になれば売掛金の回収ができる見通し
であり，平成１０年７月支払分まで半額の手形による支払いを要請したということを
聞かされた。また，Ｆ次長は，Ｂから，フランチャイズ店１店舗あたりの建設費の額
が４０００万円くらいであると聞いた。

Ｄ本部長らは，甲の経営に問題はなく，一時的な資金繰りの悪化であると判断
し，その旨を乙のＣ専務取締役に報告し，乙は，担保を取った上，平成１０年１月か
ら７月の支払いまで商品代金の半額相当を目安として乙が指定する金額の範囲内
での約束手形による支払いを了承することとなり，平成１０年１月２０日，その旨の
覚書等の契約書を交わした。

平成１０年６月２日，Ｆ次長は，新しい名古屋工場長に挨拶に来たＢらと会い，そ
の席上，商品代金の半額の手形支払いの期間を延長するよう要請された。Ｂから
は，平成１０年２月期の決算で売掛金が２０億円に拡大し，その後回収に努めたが
現在，１５億円の残となっていること，売掛金分の資金繰りについては，銀行からの
借入れにより対応したが，短期借入金が１４億円となっていること，売掛金の回収
が進んでいない店舗数は３０店舗程度であること，直営店が現在４５店舗だと思う
が，２３店舗についてはオーナーの申込みがあり，うち３店舗は自己資金によるも
のだが，その他については資金手当がついていないこと，今期末には直営店を１０
店舗程度とする計画であることを説明された。

同月１２日，Ｅ部長，Ｇ財務部長，Ｆ次長らは，甲本部に行き，Ａ及びＢと会い，手



形支払いの延長要請を考え直すように告げた。
同月１５日，Ｃ専務，Ｄ本部長，Ｈ経理本部長，Ｅ部長，Ｇ部長及びＦ次長は，甲

への対応を検討するための会議を行い，担保として４店舗を追加し，Ａの保有する
甲株式に担保権を設定することを承諾すれば，手形支払いの期間の延長を認める
という方針が決まった。この席で配布されたＦ次長作成の資料には，１５億円の売
掛金が３０店舗分にあたることが記載されていた。

同月１６日，東京都千代田区ｈ町ｉ丁目ｊ番ｋ号乙本社において，Ｃ専務，Ｄ本部
長，Ｈ本部長，Ｇ部長らは，Ａ及びＢと会い，その席上，Ｃ専務が，資金繰りについ
て説明資料の作成を要求し，説明資料の提出を受けて，再度交渉することとなっ
た。

その後，Ｆ次長は，Ｂから甲の資金繰表の提出を受け，その内容を検討して再検
討を指示し，さらに新規の店舗開発を行わない内容の資金繰表の提出を受けた。

同年７月２日，乙本社において，Ｃ専務，Ｇ部長，Ｅ部長，Ｆ次長らは，Ａ及びＢと
会談し，両名から「改善計画」と題する書面の提出を受け，商品代金の一部の手形
払いを半年間延長するよう要請を受けた。乙側は，根抵当権の極度額を増額し，
追加の担保として６店舗及びビルに根抵当権を設定すること，Ａの保有する甲の株
式を担保とすること，毎月の損益状況を報告するなどの念書を差し出すことを前提
として，平成１０年１２月の支払分まで商品代金の半額を手形払いとすることを承諾
した。

乙側は，当初，Ａに対し，その保有する甲株式の３５パーセントを乙の債権の担
保とすることを求めたが，その後，担保とする株式の割合を１０パーセントとするこ
ととなり，その旨合意し，同年７月１４日，手形払いの期間を前記のとおり延長する
旨の覚書，毎月の損益状況，資金状況等について翌月末日までに概算報告を，翌
々月末日までに確定報告を行い，質問に速やかに回答すること等の報告の約束及
びＡの保有する甲の株式の１０パーセントにつき担保として提供することを内容とす
る念書並びに前記内容の根抵当権極度額増額及び追加共同根抵当権設定契約
証書を作成した。

　３　増資に関する交渉経過
Ａは，平成１０年７月３０日，乙名古屋工場に電話をかけ，甲につき，同年９月こ

ろ，５０万株，１０億円の増資を計画しており，乙に５億円分の引受けを依頼した
い，乙に応じてもらえれば庚銀行や他の銀行も増資に応じたいと言っている，つい
てはＣ専務に会わせてもらえないかという旨を申し入れ，その趣旨が乙本社に伝え
られた。

乙側は，甲に対し，株価に関する資料を要求し，甲からは，前記のとおり粉飾さ
れた第１４期決算の数値等に基づく類似業種比準価額で１株あたり１３１６円と評価
する会計事務所作成の株価評価書が送付された。

同年８月２４日，乙本社において，Ｃ専務，Ｄ本部長，Ｅ部長及びＩ総務部長代理
が，Ａ及びＢと会談し，Ａから，甲が５０万株を７億５０００万円で発行する予定であ
り，乙には２５万株を引き受けてもらいたい旨依頼された。この会談において，乙側
は，Ａ及びＢに対し，乙の甲の経営への参加を検討すること，目論見書を用意する
ことを求め，中央監査法人に属している公認会計士である被告人が甲の新株発行
に関与していると聞いたことから，被告人の話を聞きたいとして，被告人を含め同
年９月２日に再度会談することとなった。

Ａ及びＢは，平成１０年１１月５日を払込期日とする新株引受を勧誘する内容の
「第三者割当増資目論見書」と題する書面を準備するとともに，非常勤の外部取締
役による経営陣の強化等を内容とする「資本提携及び業務提携のお願い」と題す
る書面を準備した。なお，「第三者割当増資目論見書」には，粉飾された平成１０年
２月期の第１４期決算の内容等が添付されていた。

同年９月２日，乙本社において，Ｃ専務，Ｄ本部長，Ｅ部長及びＩ部長代理は，Ａ，
Ｂ及び被告人と会談し，被告人が甲の将来性や増資資金の使途等を説明した。

Ｃ専務は，同月１１日ころ，甲の新株２５万株，３億７５００万円の引受依頼に応じ
ることにつき，乙の代表取締役社長Ｊの了承を得た。その際，同人の提案で，乙と
その子会社株式会社丙で甲の新株を半分ずつ引き受けることとなった。

乙では，同月２５日の常務会及び同月２９日の取締役会において，同社と株式会
社丙がそれぞれ甲の新株１２万５０００株を１株１５００円で引き受ける旨の承認が
なされた。また，株式会社丙でも，同月３０日の取締役会において，甲の新株１２万
５０００株を１株１５００円で引き受けることの承認がなされた。なお，Ｊ社長は，株式
会社丙の取締役会長，Ｃ専務は，同社の取締役であり，同社の取締役社長は，乙



の取締役であった。
株式会社丙は，平成１０年１０月２９日，株式会社丁銀行岐阜支店に開設された

甲の増資払込口・別段預金口座に，１億８７５０万円を振り込み，乙は，同月３０
日，同口座に，１億８７５０万円を振り込んだ。

第４　関係者の供述
　１　本件第三者割当増資に関し，Ａ，Ｂ，被告人ら甲関係者と折衝した乙の関係者であ

るＣ，Ｆ，Ｄ及びＩは，いずれも，新株の引受けを依頼された際，甲の平成１０年２月
期の決算につき，不動産売上等の計上基準の変更があることも，架空の店舗売買
契約に基づく売上等の計上があることも知らず，Ａ及びＢの説明のとおり，銀行等
の貸し渋りにより，フランチャイズ店のオーナーが融資を受けられず，店舗等の売
却代金の回収が遅れ，直営店のフランチャイズ店への転換も進まないことから，甲
が一時的に資金繰りに窮しているのであって，銀行等の貸し渋りの問題が解消す
れば，資金繰りの問題は解決するものであり，甲の経営自体には何ら問題はなく，
平成１０年２月期にも２億円余りの経常利益を上げていると信じ，１株１５００円の新
株発行価額も適正なものと信じていたが，その後，平成１１年３月３日から４日にか
けて実施された少数株主権に基づく甲の会計帳簿等の調査の際に平成１０年２月
期の不動産売上等の計上基準の変更が判明し，さらに，Ａ等の保有する甲の株式
を譲り受け，経営権が乙側に移った後である平成１１年９月ころ，売掛金のほとん
どが架空であったことを知った旨を供述する。

　２　他方，分離前の相被告人Ａ及び同Ｂは，前述したとおり，第１回公判期日におい
て，乙のＣ専務が，甲の粉飾決算を知った上で，第三者割当増資に応じてくれた旨
を供述し，乙側の錯誤を否定する。

第５　検討
　１　前記のとおり，甲の平成１０年２月期の決算における粉飾によって，営業利益が１５

億円余り過大に計上されることになり，これが本来６億５０００万円近くの経常損失
であったものが，２億円余りの経常利益となった原因であった。

　　　Ｆ次長は，平成９年１２月の段階で売掛金が約９億６０００万円であり，売掛金の内
容がフランチャイズ店の店舗等をオーナーに売却した代金であると聞いており，平
成１０年６月２日には，平成１０年２月期の決算において売掛金が２０億円に拡大し
たことを知った。この売掛金の増加分約１０億円は，Ｆ次長の作成した資料による
店舗１軒あたりの売掛金額５０００万円で除すと，２０店舗分に相当する金額であ
る。

　　　他方，乙は，甲の各店舗に商品を卸していることから，その店舗数を把握しており，
平成９年１２月の時点で１６８店舗であったものが，平成１０年２月１５日の決算日に
１７２店舗となっており，４店舗増加したにすぎないことを把握していた。

　　　Ｆ次長は，平成１０年６月２日，Ｂに対し，「昨年度末にご説明頂いた時は確か７億２
千万円であったが，この半年間で倍になったのか。新規開店の影響とは違う様だ
が。」と質問し，同人から，売掛金の増加の理由について，「平成１０年１月，２月に
売掛金を回収する予定であったオーナーに国民金融公庫からの融資しか実行され
ず，銀行からの融資が実行されなかったため，こうした状況になった。」との説明を
受けたと供述する。すると，売掛金の増加分の店舗のほとんどは平成９年１２月段
階で既に開店していたこととなる。

しかしながら，すでに開店している店舗の売買に係る売掛金が新たに計上され
るとすれば，直営店のフランチャイズ店への転換と考えるべきであるところ，前記の
とおり，Ｂからは，直営店のフランチャイズ店への転換が進んでいない旨の説明を
受けており，売掛金の増加についての同人の説明で納得することは困難である。

さらに，乙は，平成１０年６月２日の甲側からの手形による商品代金支払いの期
間延長の要請を受け，甲の取引銀行から情報を収集しているところ，辛銀行東京
本店営業部から得た資料には，甲の平成９年８月期の中間決算において，経常損
失が３億２６００万円，当期損失が３億１２００万円となっており，また，年末から期
末にかけて新規店舗開店が集中する傾向があるため，期中での収支及び損益状
況が一時的に苦しくなるケースがある，管理コスト削減とＦＣ化の進展，在庫水準の
適正化等により，経常利益，当期利益ともに黒字を確保する予定との記載があっ
た。Ｂからも，営業地域が農村であるため，春から夏にかけて地主と契約したもの
はすべて農作物の収穫後に工事開始となるため，開店が年末に集中する旨の説
明があった。

平成９年末から平成１０年２月まで店舗数にほとんど変化がない状況の下で，乙
側が，甲の平成１０年２月期の決算の内容に何らの疑念も抱かず，２億円余りの経



常利益を確保していると信じたというのは不自然である。
　２　乙側は，平成１０年６月２日の会談の際，Ｂから，甲の株式を店頭公開した場合の

株価は８５０円程度であるとの情報を得ており，新株引受の依頼を受けた際にも，
名古屋工場から同旨の情報を得ていた。さらに，前記のとおり，甲側から株価の資
料として，類似業種比準方式で１３１６円とする株価評価書を受け取っていた。それ
にもかかわらず，１株１５００円での新株引受けに応じている。このことは，乙側が，
株式から直接得られる利益に着目しているのではなく，甲の支援を目的として，新
株を引き受けたことを窺わせる。

　３　なお，平成１１年３月３日から翌４日にかけて実施された少数株主権に基づく甲の
会計帳簿等の調査を受けて，Ａが乙宛てに作成した平成１１年３月８日付の書簡に
は，「今回の調査にてご理解されました通り，過去の資料等に修正があった事をお
詫び申し上げます。修正の目的は，メインバンク（戊銀行）以外の金融機関に対し，
借入金の回収を恐れ行ったものであり，御社に対しても同じ資料を提出したのは，
取引の停止や支払条件の正常化を強いられる事を懸念し行った事でございます。
いずれにせよ，弁明の出来る事ではありませんが，只々深くお詫び申し上げる次第
でございます。」との記載がある。

この書簡の趣旨につき，上記調査の際に，平成１０年２月期の決算において計
上基準を変更したことが判明したことから，そのことを詫びた書面であると解する余
地もある。

しかしながら，前記の少数株主権に基づく調査は，増資後，甲側が，乙から役員
を受け入れておらず，平成１０年８月期の中間決算後の月次報告を履行しなかった
こと，平成１１年１月２５日の商品代金支払期日を迎え，手形払いの期間を更に延
長することを求め，同年２月２２日にも代金の一部を手形で支払うことを要請したこ
となどから，乙において，甲側の話が信用できないという状況になり，行われたもの
である。そうすると，この時期に乙側に提出された資料に修正があったことを詫び
たものである可能性は否定できない。

　４　以上のとおり，平成１１年３月３日まで，甲の平成１０年２月期の決算における不動
産売上等の計上が適正になされており，２億円余りの経常利益を上げていると信じ
ていたという乙関係者の供述をにわかに信用することは困難である。

もっとも，Ｆ次長は，平成１０年６月，甲側が提出した資金繰表を出し直させた
際，売掛金回収予定額を３７億６６００万円余りから２１億９０００万円余りに減額さ
せるとともに，仕入債務決済予定額も２０６億円余りから１８９億円余りに減額させ
ているところ，前記の平成１１年１月及び２月の甲側からの手形支払いの期間の延
長要請に対する対応に照らすと，乙側は，減額させた売掛金は新規に発生する売
掛金で，残された２１億９０００万円余りの売掛金を実体が伴わない虚構のものとは
考えておらず，増資後，売掛金の回収に伴い資金繰りが改善すると予想していたこ
とが窺える。したがって，乙側は，売掛金債権の存在自体は信じていたものと認め
られる。

　５　そうすると，乙の関係者らにおいて，甲が平成１０年２月期の決算で，計上するべき
ではない多額の不動産売上等を計上し，経常利益を確保したことを知っていた可
能性がある。新株引受けをする際に，甲の経営自体には何ら問題はなく，平成１０
年２月期にも２億円余りの経常利益を上げていると信じ，１株１５００円の新株発行
価額も適正なものと信じていた旨の乙関係者の供述をにわかに信用することは困
難である。

Ａ及びＢが，粉飾した平成１０年２月期の決算の数値をもとに株価を算定して提
示し，これによって，Ｃ専務ら乙及び株式会社丙の取締役らが錯誤に陥ったと認定
するには，合理的な疑いを入れる余地がある。そうすると，Ａ及びＢについては，詐
欺罪が成立しない。

６　ところで，検察官は，被告人とＡ及びＢとの共謀の成立時期を，平成１０年９月２日
の乙との会談の席上である旨を主張している。すると，被告人について，Ａ及びＢと
の共謀がないとしても，被告人は，前記の乙側の事情をよく知らなかったことから，
なお，詐欺未遂罪の成立を問題とする余地がある。そこで，平成１０年９月２日の会
談における被告人の認識と，被告人が告げた虚偽事実の内容について検討する。

７　被告人は，平成１０年９月２日の乙本社における会談の経緯及び内容について，
捜査段階において，次のとおり供述する。

　　「同会談に行くに当たり，Ｂから，『乙側は増資を引き受けてもよいと言ってくれまし
た。しかし，もう一度乙に行って甲の経営内容や増資手続などを説明しなければな
らないので一緒に行ってくれませんか。』などと言われた。この話を聞いて，乙が甲



の増資に応じると言ってくれたと思った。同会談の席上，ＡかＢが，甲の現状の経
営状態を説明するのを聞いて，話をあわせようと思った。遅れて会談の席に来たＣ
専務が，『本日先生にわざわざご来社頂いたのは，当社としましても甲の増資に応
じるかどうかについては社内的な合意が必要であり，甲側がどのような意図で当社
に増資を依頼しているのか，その辺のところを説明して頂きたいのでおいで頂きま
した。』などと私を呼んだ趣旨を説明した。これを聞いて，もしかしたら，乙としては
まだ甲の増資の引受けを決めていないのではないかという思いが頭に浮かんだ。
甲が抱えている経営上の問題点や今後の解決策等を尋ねられ，私が，『現状では
過大な売掛金を抱え資金繰りも苦しい状況ではありますが，人件費の圧縮等リスト
ラは着実に進んでおり，売掛金についても，回収に努力しています。』などと売掛金
について事実に反することを説明した。また，株式公開のことについて尋ねられ，
私が，『Ａ社長の希望としては５年後に公開を考えているようです。』と言った。その
後，Ｃ専務から，甲の増資を引き受けるかどうかを決定するについては，しばらく時
間を欲しいとの話があったので，乙が甲の増資を引き受けるかどうか決めておら
ず，乙側がすでに新株の引き受けを決めているとのＢの話が事実に反することが
分かった。さらに，Ｃ専務から，増資した資金の使途を尋ねられ，運転資金のほか，
情報システムの整備などの資金として使う予定であると話した。最後に，Ａ及びＢと
ともに，乙側に対し，『くれぐれも増資の件については，よろしくお願いいたします。
また，決定につきましても，できるだけ早急にお伝え下さい。』などと依頼した。」

　　以上の供述内容は，捜査段階から率直に述べられているもので，信用できる。
８　Ｃ専務は，被告人が，「甲では，前期に経常利益を２億円も出しています。１５００

円という１株の金額も妥当なものです。甲の増資を引き受けて絶対に間違いはな
い。」と述べたと供述し，Ｉ部長代理，Ｄ本部長も同様の内容の供述をしている。しか
しながら，乙側がこの会談の内容を記録した「甲商談報告書」と題する報告書に
は，公認会計士である被告人の発言として重要な内容であるにもかかわらず，そ
のような内容の記載がない。

　　また，被告人は，公判冒頭の罪状認否において，「甲の前期の業績は２億円以上
の経常黒字を計上している」と言ったことを認めるものの，その後の被告人質問で
は，この点の記憶が曖昧である旨を供述し，また，株価について説明したことはな
かったし，乙側から株価についての質問があった記憶もないと供述する。

　　以上によれば，被告人が乙側に述べた虚偽の事実の要点は，売掛金が存在し，
その回収可能性があることと，前期に経常利益を２億円以上出していることと認め
られ，それ以上に，積極的な株価についての説明や増資引き受けの勧誘行為にま
で及んだとは認められない。

９　すると，被告人の発言は増資引受けに向けられた積極的な勧誘行為とはいえな
い。また，前記７の会談に至る経緯，会談内容によれば，これらの虚偽の事実を告
げたのは，被告人が，甲の増資を引き受けることを乙側が決定していたと思ってい
た前提に疑念を抱き始めたころ（ただし，決定していないと思う前）であったと認めら
れる。

　　そうすると，前記の虚偽の事実の告知は，乙側の増資引受けという処分行為に向
けられた独立の欺罔行為というには疑問を入れる余地があり，詐欺の実行行為と
認めることはできない。

　　なお，被告人は，会談の終了に当たり，Ａ及びＢとともに，乙側に対し，増資の引
受けを願い，早急な回答を求めているが，この行為自体も虚偽を積極的に告げた
ものではなく，詐欺の実行行為と認めることはできない。

10　よって，本件公訴事実については犯罪の証明がないから，刑訴法３３６条により，
被告人に対し無罪の言渡しをする。

（求刑　懲役３年）
平成１６年５月１４日

名古屋地方裁判所刑事第２部
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